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広島県の取組について

 １. 「賃金引上げ」に向けた取組
   ○取組に対する県の考え方
   ○円滑な価格転嫁の促進
   ○生産性向上

 ２． 魅力ある職場づくりの取組   
   ○従業員に対する奨学金返済支援
   ○人的資本経営の促進
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「円滑な価格転嫁の促進」 と 「⽣産性向上」 の両輪による収益⼒の強化

１. 「賃⾦引上げ」に向けた取組 〜取組に対する県の考え⽅〜
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円滑な価格転嫁の促進
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 １. 「賃⾦引上げ」に向けた取組 〜円滑な価格転嫁の促進〜

「パートナーシップ構築宣言」とは、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上や、大企業
と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、適正な取引を行うことを宣言するもの

　　パートナーシップ構築宣言の普及促進

広島県の宣言企業

1,973社
（R8.1.19時点）

❚広島県パートナーシップ構築宣言普及促進会議を開催 ❚普及啓発セミナーの開催

❚実務者会議を開催

❚パートナーシップ構築宣言の登録による補助金等における加点措置等
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 １. 「賃⾦引上げ」に向けた取組 〜円滑な価格転嫁の促進〜

　　パートナーシップ構築宣言等の実効性確保に向けた取組

【 実践ワークショップ】
　11月11日(火)広島会場 
  11月20日(木)福山会場

【優良取組事例】
✓県内企業における企業間取引適正化に向けた優良取組事例について、県ＨＰにおいて公表
（現在６社公表中、随時更新予定）
・㈱マエダハウジング（リフォーム業）       ・山陽工業㈱（建設業）
・㈱エヌテック（製造業）　 　　　　　      ・復建調査設計㈱（建設コンサルタント業）
・㈱フレスタホールディングス（小売業）   ・リョービ㈱（製造業）
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 １. 「賃⾦引上げ」に向けた取組 〜円滑な価格転嫁の促進〜

　　本県独自の企業間連携への取組（ＢＣＰ（※））

【パートナーシップ構築宣言の宣言内容】
　サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
　災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やＢＣＰ策定の助言等の支援を進めること。

災害発生時のサプライチェーン途絶防止に向け、宣言企業を中心にサプライチェーンが一体となり取組を進めることで、
共存共栄の意識が⾼まるなど、企業間の信頼関係構築に結びつく取組みを、県がBCP策定等支援事業により支援

※BCP（事業継続計画）とは、自社に影響を及ぼす自然災害や人為災害等の「脅威」に対し、平常時に
　 分析・検討と対策を実施し、脅威の発生時に事業の早期復旧を目指すための「⾏動計画書」です。
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 １. 「賃⾦引上げ」に向けた取組 〜⽣産性向上〜

 人手不足問題を抱える県内製造業に対し、産業用ロボットを始めとする省力・自動化システムの導入
などの生産工程全般のデジタル化に向けた伴走支援を行うことで、生産性向上につなげていく。

　　スマートファクトリー推進事業

❚補助対象： 県内の製造業（中小企業）
❚支援内容： 現状・課題分析からシステム導入までを段階的に支援

段階 現状・課題分析 導入プランニング 実証実験 導入

支援
内容

工程診断 戦略策定⽀援 導入実証⽀援 モデル創出⽀援

✓生産工程の現状や課
題を診断
✓診断結果に応じた解決
策の方向性をご提案

✓課題解決計画を企業
とともに策定
✓補助⾦活⽤も丁寧に
サポート

✓本格導入前に効果を
確認
✓無駄な投資を抑える計
画をご提案

✓システム導入から稼働
開始まで企業とともに課
題解決をサポート



8広島県庁/Hiroshima Prefectural Government

 １. 「賃⾦引上げ」に向けた取組 〜⽣産性向上〜

 賃金の引き上げと、生産性向上に資する設備投資等に取り組み、国の業務改善助成金の支給を受けた
県内の中小企業等の皆様に対し、上乗せで補助金を交付する

❚補助対象
 次の①〜③のいずれにも該当する者
 ①県内に事業所を有する中小企業等
 ②令和６年12月28日から令和７年10月31日
  までの間に広島労働局へ業務改善助成金の
  申請を行った者
 ③業務改善助成金の交付額確定の通知の
  写しを県への申請時に提出できる者

　　広島県賃上げ環境整備支援事業補助金
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業務改善助成金（申請先：広島労働局） 補助金（申請先：広島県）
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R6.12.28～R7.10.31まで

❚補助率
 業務改善助成金交付確定額の1/10

　詳細はこちらから
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２. 魅⼒ある職場づくりの取組 〜従業員に対する奨学⾦返済⽀援〜

詳細はこちらから

 ＧＯ！ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金   
 県内に本社・本店を置く中小企業等が、その従業員を対象

とした奨学金返済支援制度を有し、県内に勤務する従業員を
採用した場合に、その制度に基づいて支払った手当等に対し
て、県がその額の⼀部を最⻑３か年度にわたり補助する

❚補助対象企業
 県内に本社・本店を置く中小企業等
❚補助対象従業
 ・雇用期間の定めのない従業員であること
 ・県内の事業所に勤務していること
 ・令和7年３月1日以降に採用され、
  採用１年を経過していなこと 等
❚補助率
 一般企業枠： ２/３以内
 人的資本開示企業枠： ３/４以内
 ※いずれも従業員１人あたりの上限額なし。
  ただし、補助対象経費は当初の計画の
  返済月額・年額の範囲内

「広島県奨学金返済支援制度導入
企業データバンク」も設けています　
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 ２. 魅⼒ある職場づくりの取組 〜従業員に対する奨学⾦返済⽀援〜

広島県奨学金返済支援制度導入企業データバンク登録企業の
奨学金返済支援制度の対象となっている従業員へのアンケート調査結果

奨学金返済支援制度を設けている会社に対する印象 （複数回答）（n=179） 就職活動への影響 （n=170）

 勤務先への印象については、約７割が「従業員を大切にする会社だと感じている（68.7％）」と回答
しており、従業員の定着に大きな効果を発揮している。

 就職活動時の企業選びに影響するとの回答が９割を超えている。

企業選びに
影響を及ぼす
とする回答の計 
　94.1％ 
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県内企業が、持続的な成⻑を続けるためには、経営戦略に基づき、人材への投資や育成、多様な人材の確保を
進めることや、誰もが妊娠・出産・⼦育て・介護などのライフイベントと両⽴しながら、安心して働き続けることができる
職場環境の整備など人的資本経営の推進が必要

 ２. 魅⼒ある職場づくりの取組 〜⼈的資本経営の促進〜

若者や女性がチャレンジできる環境をクリエイト

＜広島県人的資本開示ツール＞

人的資本経営の推進

働き方改革

リスキリング

女性活躍

・人の採用　
・人の定着
・人の育成・活躍

＜人的資本開示レポート＞

　・働きやすい会社？
　・福利厚生は？
　・報酬水準は？
　・成長できる？

・新しいことにチャレンジ
できる？

自己診断

課題はPDCAを回して改善
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　　　　 こんな事業や働き方なのか
安心して働けそう

　⾼い給料が
もらえそう

人的資本経営が社会減対策の一つに

流
入

人的資本経営
（リスキリング・働き方改⾰・⼥性活躍等）

人的資本開示
（人的資本の可視化）

魅⼒的な仕事・職場

新たなスキルの獲得
生産性の⾼い分野・成⻑分野での仕事

成果に⾒合った給与
「働きやすく、働きがいを感じられる職場」
「⼥性をはじめ誰もが活躍できる職場」

流入

流
入

経営理念や働き方に共感
企業成⻑に
貢献したい

　

　　　社内で活躍し、
⾃⼰成⻑できそう

　　

好
循
環

２. 魅⼒ある職場づくりの取組 〜⼈的資本経営の促進〜
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２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜人的資本経営促進事業①【機運醸成】〜

 経営者等向けセミナー   

【人的資本経営理解促進セミナー［7月4日(⾦)］】 【人的資本経営ひろしまアワード2025［11月17日(月)］】

 県内企業の経営者や人事労務担当者に対し、人的資本経営とその具体的な取組手法に関して  
テーマ別に意義やメリット及び実践ノウハウの理解を促進するためのセミナーを開催する
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　　人的資本経営促進事業（広島県人的資本研究会の運営）　　 

参加対象・
定員

経営者、人事担当者等

開催時期 ４月〜 
開催方法 広島市内会場またはオンライン

プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
･「広島県人的資本開示ツール」の提供

• 人的資本経営の最新動向や成功事例等、開示手法
  のノウハウを共有するワークショップの開催

• 開示レポートの認定等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜人的資本経営促進事業②【研究会の運営】〜

詳細確認・入会申込は
   こちらから  ☞

 県内企業の経営者や人事労務担当者に対し、人的資本経営とその具体的な取組手法に関して、 
テーマ別に意義やメリット及び実践ノウハウの理解を促進するためのセミナーを開催する。
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２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜人的資本経営促進事業③【社内環境整備】〜

詳細はこちらから

 広島県人的資本経営促進補助金   
 人的資本経営の実践に向けて、自社の現状を可視化し、人的資本情報の開示指標等の改善に取り

組む県内に本社又は本店を置く中小企業等に対して、取組に要する経費を補助する

令和7年11月28日(⾦)まで延⻑
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リスキリング推進宣⾔制度

❚対象
 広島県内に本社、本店、支店又は事業所等を有する法人及び協同組合等
 ※県外本社企業については、広島県内の事業所単位での登録も可能
❚メリット
 ○ 企業イメージの向上
 ○ 広報媒体等への露出による企業認知度の向上
  （県HPへの掲載やイベント登壇等でのご紹介など）
 ○ リスキリングの実践に向けた支援メニューの活用
 〇 デジタルリテラシー習得のための動画コンテンツの利用
 ○ 広島県人的資本経営促進補助金の優遇措置 など

宣言企業

570社
（R8.1.16時点）

 県内企業等が、社内だけではなく、対外的にもリスキリングに取り組むことを宣言することで、
県内でのリスキリング推進の機運の向上を図る

２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜リスキリング推進企業応援プロジェクト①〜

詳細はこちらから
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 デジタルリテラシー習得のための動画コンテンツ

❚特⻑
 ○ リスキリング推進宣言を行った企業が無料で利用可能
 ○ Youtube上の動画を従業員が各自で視聴する学習形式
 ○ 各動画の再⽣時間は10〜15分程度、スキマ時間で学習可能
 ○ ITパスポート試験（シラバスver.6.3）に準じた、
  実践的なテーマかつ全48本の豊富な動画ラインナップ
 ○ 三段階のレベル設定で、実務で求められるレベルに応じて、
  必要な動画を選んで効率的に学習可能

 デジタル技術の進展などに伴う社会環境の急速な変化への対応に向けて、社会人共通で必須と
    なるデジタルリテラシーの習得・向上を支援するための動画コンテンツを提供する

２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜リスキリング推進企業応援プロジェクト②〜

詳細はこちらから
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男性育児休業取得促進ベストプラクティス
● 男女がともに家事・育児に参画するという考え方の浸透を進めるとともに、企業等に対して、男性が育児休業を取得しやすい職場
    環境づくりを促進するため、県内企業の男性育児休業取得促進の取組の優良事例（ベストプラクティス）を募集し、県のＨＰにて
    発信する。また、特に優良な事例については個別に取材を行い、記事を県のＨＰで発信する。

対象 広島県内に事業所を有している企業等

受付
期間 通年

応募
条件

・次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120
 号）に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道
 府県労働局へ届出ていること。
・「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に
 登録し、“男性の育児休業等取得促進に向けた取組
 自慢”がされていること。
・他企業等の参考となる、独自の取組を行っている
 こと。
・法の規定を遵守していること。

応募の
メリット

・取組を発信することで、自社をＰＲできる
・ベストプラクティスの応募が、社内の男性育児休業取得
について、さらに深く考えるきっかけになる
・県のロゴマークを活用し、男性育児休業取得促進の取組
を行っていることをアピールできる

ロゴマーク ベストプラクティスの掲載は
こちら

２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜⼥性活躍促進事業①〜
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２. 魅⼒ある職場づくりの取組　〜⼥性活躍促進事業②〜

女性管理職候補者向け研修・女性管理職の社外交流ネットワーク構築
●県内企業の女性管理職候補者を対象に、管理職に必要なスキルや知識等を習得する機会を提供するとともに、管理職へのモチベーションを

向上させる研修を開催する。 
●女性管理職の業種横断的な交流により、互いに知見や刺激を得る相互メンタリング、第一線で活躍する経営者等との交流を通じて財産と
   なるネットワークを構築する。

女性管理職候補者向け研修 女性管理職の社外交流ネットワーク構築
対象/定員 女性従業員（管理職候補等）、３９名 県内企業の女性管理職 ２８名
開催時期 ８〜１２月頃 全５回 ５〜３月
開催方法 集合型 集合型

内容
・研修４回、経営者等との交流会１回を予定
・座学及びグループワーク、意見交換、実践練習等を行う。
・研修後も繋がりを持てるよう連絡先交換の機会を設ける。

・定例会：グループワークの進捗確認・最終発表
・講演会：経営者等による講演、講師・参加者間の交流会
・グループワーク：少人数でのアクティブラーニング

交流会
○対象：女性管理職候補者向け研修受講者とネットワークの女性管理職
○開催時期・方法：１１月１４日（１回）、集合型
○プログラム：グループディスカッション等を通じ、組織や役職を超えた交流を図る。


